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経 済 産 業 省 
関 東 経 済 産 業 局 

 

 

特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者２社に対する 

業務停止命令（６か月間）について 

 

経済産業省は、株式会社学習研究社(以下｢学研｣という。)の100％出資会社で

ある株式会社学研ジー・アイ・シー及び有限会社学伸舎（学研の販売代理店）

の特定商取引法上の違反行為を認定し、特定商取引法第４７条第１項の規定に

基づき、本年３月３日から９月２日までの６か月間、両社の特定継続的役務提

供の一部（勧誘・申込み・契約締結）を停止するよう命じました。 

両社は、役務（学習塾）と、学研の販売する学習教材とをセットで提供する「

学研大学入試現役合格システム」あるいは「学研現役合格システム」と称する

役務付き教材販売を行っていました。 

株式会社学研ジー・アイ・シーの違反行為は、概要書面不交付、交付書面の記

載不備等、不実告知、債務の履行拒否・不当遅延、教材販売契約の解除によっ

て生じる債務の履行拒否です。また、有限会社学伸舎の違反行為は、概要書面

不交付、交付書面の記載不備等、不実告知です。 

 

１．株式会社学研ジー・アイ・シーは「学研大学入試現役合格システム」「ｗｅ

ｂはいすく～る」と称する役務付き教材販売を行っていました。 

（１） 同社は、本件商品に係る契約に当たり、勧誘顧客に対し、その契約

を締結するまでに概要書面を交付せず、また、その契約を締結した際

交付した書面に、役務の内容を記載していませんでした。さらに、関

連商品である学習教材は、未使用等であれば返金すべきであるにもか

かわらず、契約書に「契約後１年を経過して解約した場合、学習教材

の返金はできない」旨記載し、実際に、顧客が解約時に未使用のまま

返品しても返金に応じていませんでした。 

（２） また、学習塾における講師の指導の予約がなかなか取れなかったり、

個別指導が満足に受けられないにもかかわらず「解らないところは、

１対１の個別で、つきっきりで教えてもらえる」などと、また担任制

をとっていないにもかかわらず「お子さんに合わせた細かいカリキュ

ラムを作って指導します」などと、虚偽の勧誘を行っていました。 

（３） さらに、実際の指導では教材を使用しないにもかかわらず、個別指

導で使用するから教材が必要と言って、教材を購入させていました。 

 



 

 

２．有限会社学伸舎は「学研現役合格システム」「パーフェクトプリント」「学

伸スーパービジョンＧＳＶ教材」と称する役務付き教材販売を行っていまし

た。 

 （１） 同社は本件商品に係る契約に当たり、勧誘顧客に対し、その契約を

締結するまでに概要書面を交付せず、また、その契約を締結した際交

付した書面に、この契約に役務は付いていないなどと記載していまし

た。 

 （２） 実際には個別指導が満足に受けられないにもかかわらず、「塾は毎

日先生がいて個別指導が受けられる」と虚偽の説明をして勧誘を行っ

ていました。 

 （３） さらに、クレジットを組んで月々払っていく支払い方法であるにも

かかわらず、月謝制であるとの虚偽の説明を行っていました。 

  

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

経済産業省消費者相談室       電話０３－３５０１－４６５７ 
北海道経済産業局消費者相談室      ０１１－７０９－１７８５ 
東北経済産業局消費者相談室       ０２２－２６１－３０１１ 
関東経済産業局消費者相談室       ０４８－６０１－１２３９ 
中部経済産業局消費者相談室       ０５２－９５１－２８３６ 
近畿経済産業局消費者相談室       ０６－６９６６－６０２８ 
中国経済産業局消費者相談室       ０８２－２２４－５６７３ 
四国経済産業局消費者相談室       ０８７－８６１－３２３７ 
九州経済産業局消費者相談室       ０９２－４８２－５４５８ 
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室  ０９８－８６２－４３７３ 

 

 

 



 

 

株式会社学研ジー・アイ・シーに対する行政処分の概要 
 

１．事業者の概要 

 （１）名称：株式会社学研ジー・アイ・シー（通称「学研ＧＩＣ」） 

  （２）代表者：代表取締役 野村 実 
 （３）所在地：東京都大田区上池台四丁目４０番５号 

 （４）資本金：１億８７３６万円 

 （５）設立：昭和５８年１０月１７日 

 （６）取引形態：特定継続的役務提供 

 （７）商品：①大学入試現役合格システム（1,142,400円） 
       ②ｗｅｂはいすく～る      （1,142,400円） 
      （以下、①および②を本件商品という。※金額は３年間で契約した場合） 

 （８）売上高：平成１７年４月～平成１８年３月 約７億１３５０万円 

 （９）従業員：１３名（総務部３名、総合管理部６名、教務部４名）※本社のみ 

  

２．取引の概要 
株式会社学研ジー・アイ・シー（以下「同社」という。）は、「大学入試現役合格シ

ステム」「ｗｅｂはいすく～る」と称する役務付き教材販売を行っているところ、本件

商品に係る契約に当たり、勧誘顧客に対し、その契約を締結するまでに交付しなければ

ならない概要書面を交付せず、また、その契約を締結した際交付した書面に、関連商品

の販売契約の解除に係る事項について正しく記載していなかった。 
また、「１対１の個別で、つきっきりで指導が受けられる。」「担任が生徒に合わせ

たカリキュラムを作り、細かくフォローしていく。」等と実際には個別指導が満足に受

けられないにもかかわらず、虚偽のことを告げて勧誘していた。 
  さらに、同社は、「教材は、指導に使うから必ず買わなくてはならない。」と実際に

はほとんど使用しないにもかかわらず、虚偽のことを告げて教材を購入させていた。 
加えて、関連商品販売契約が解除された際、未使用で残存価値がある教材を返品して

も返金に応じなかった。 
 
３．業務停止命令の内容と期間 
（１）業務停止命令の内容 
特定商取引法第４１条第１項第１号に規定する特定継続的役務提供であって、特定

商取引法施行令別表５の４の項の第１欄に定める役務（学習塾）の提供に係る次の業

務を停止すること。 
①特定商取引法第４８条第２項に基づく特定商取引法施行令別表第６の第２号に掲

げる商品（以下「関連商品」という。）の販売又はその代理若しくは媒介を伴う

特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。 
   ②関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を伴う特定継続的役務提供契約の申込

みを受けること。 
  ③関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を伴う特定継続的役務提供契約を締結

すること。 
 



 

 

（２）業務停止命令の期間 

  平成１９年３月３日から平成１９年９月２日まで（６か月間） 

 

４．業務停止命令の原因となる事実 

  同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、特定継続的役務

提供に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められ

た。 

（１）書面不交付（特定商取引法第４２条第１項） 
   同社は、本件役務提供顧客と本件役務提供契約を締結するまでに、当該契約の概要

について記載した書面を交付していなかった。 
（２）書面の記載不備等（特定商取引法第４２条第２項） 

同社が本件役務提供顧客と本件役務提供契約を締結した際に交付する書面には、役

務提供の形態又は方法、役務を提供する時間数・回数についての記載がなかった。 
また、関連商品の中途解約について、未使用で残存価値があれば、その分、返金し

なければならないにもかかわらず、「お申込日から解約申出の経過月数に基づき、下

記の清算金を請求します。（中略）１２ヶ月以上＝１００％」と記載していた。 
（３）不実告知（特定商取引法第４４条第１項） 

  ①役務の種類及びこれらの内容又は効果について（同項第１号） 
   同社は、実際には予約がなかなか取れなかったり、個別指導が満足に受けられない

にもかかわらず、「１対１の個別で、つきっきりで指導がうけられる」と告げていた。

また、担任制をとっていないにもかかわらず、「担任が生徒に合わせたカリキュラム

を作り、細かくフォローしていく。」と告げていた。 
  ②関連商品について（同項第２号） 
   同社は、個別指導等でほとんど使用しないにもかかわらず、「教材は指導に使うか

ら、必ず買わなくてはならない。」と告げていた。 

（４）役務提供契約の解除に伴う債務の履行の不当遅延（特定商取引法第４６条第１号） 

   同社は、本件役務提供受領者が本件役務提供契約の解除を申し出た際、当該契約の

解除によって生じる債務の全部又は一部の履行を不当に遅延させた。 
（５）関連商品販売契約の解除に伴う債務の履行拒否（特定商取引法第４６条第３号に基

づく特定商取引に関する法律施行規則第３９条第６号） 

   本件役務提供受領者が本件教材販売契約を締結して１年を経過した後に当該契約の

解除を申し出た際に、未使用の関連商品を返品しても返金に応じなかった。 

     

５．勧誘事例 

 【事例１】 
（株）学研ジー・アイ・シーの販売員は、平成１７年２月ころ、消費者Ａの自宅

に電話を架け、当時中学３年生のＡの子どもと共に説明会に来るよう、勧誘した。

Ａが子どもと共に事業所へ行くと、同販売員は「わたしが担当して、お子さんに

合わせた細かいカリキュラムを作って指導します。土日には予約で個別指導が受

けられます。」と告げて勧誘した。その際Ａは、パンフレットを渡されたが、パ

ンフレットに記載してある教材の写真を見て、「このセットは全部要るんですか。」

と聞いたところ、「教材はセットになっていて、指導に必要なもので、順番に使



 

 

っていきます。」と説明した。契約後、Ａの子どもは事業所に通い始めたが、テ

スト前になると個別指導の予約が取れないため、直接教室へ行って、キャンセル

待ちをして指導を受けるようにしていた。１０月ごろから、勧誘をした同販売員

と連絡が取れなくなり、新しい担当者になったが、連絡が取れないことが度々で

あったため、Ａの子どもは不信感を持つようになった。Ａは子どもと話し合い、

解約することにし、平成１８年４月に入り、その旨の電話を架けたところ、「解

約する場合は手数料も掛かるし、教材のお金も全部掛かりますよ。」と言われた。

５月末ころ、解約金として２４万円の請求書が届き、驚いて新しい担当に電話を

すると、「この計算は契約書に書いてあるので決まりです。」と言われた。納得

できずに手紙を本社に出した後で電話が架かってきて、「教材は１年経ったら全

てを買い取りしてもらうことになっているので、返品はきかないんですよ。」と

言われ、Ａは、「わたしも子どもも教材の買い取りについて説明を受けていませ

ん。指導だって担当が勝手にくるくる替わり、連絡も取れなかったり無責任です

よ。教材にしても指導の時に全く使わなかったのですから納得できません。」と

告げたが、返品には応じてもらえなかった。 
 

 

【事例２】 

（株）学研ジー・アイ・シーの販売員は、平成１６年４月～７月ころ、消費者

Ｂの自宅に何度か電話を架け、「誰でも入れるところではないので、面接しない

と入れるかどうか分からないが、面接だけでも受けてみないか。」と勧誘した。

Ｂは、何度も電話が架かってくるし、話だけでも聞いてみようと思い、行くこと

を承諾した。Ｂが子どもと共に営業所へ行くと、同販売員が、「中高一貫校に合

った指導をする塾はほとんどありません。学研はきちんと定期テストの対策をし

ますし、出題範囲に合ったプリントを渡します。」「分からないところがあれば、

土日に予約をして、専門の先生の個人指導を受けることができます。」「ここで

指導してくださっている先生は有名な先生ばかりで、普通ならなかなか個人指導

を受けることができませんが、ここなら予約さえすれば指導を受けることができ

ます。」「わたしも責任持ってしっかりと指導しますから、わたしに任せてくだ

さい。」と勧誘した。その際、教材を１冊だけ見せて、「この教材は学研が長年

研究して、教科書に基づいて作ったもので、これだけやっていれば大学に受かる

という素晴らしい教材です。」と説明したが、全部で何冊あるのか、値段がいく

らなのかは全く説明しなかった。そのため、Ｂは契約後に段ボール箱で３箱もの

教材が届いたときは非常に驚いた。契約時には、「ここにサインをしてください。」

と言い、Ｂがサインをすると、他の書類と一緒に封筒に入れ、「家に帰ってから

読んでください。」とだけ言って封筒を渡したが、中途解約等の説明はしなかっ

た。教室に通い始めたが、定期テストの前になっても、勧誘の際に説明のあった

出題範囲に合ったプリントといったものは渡されなかった。教材も全く使用しな

いままなので、Ｂは何度も同販売員に電話をして教材を使って指導をするよう求

めたが、状況が変わらなかったので不信感が募り、解約することにした。 

  



 

 

【事例３】 

（株）学研ジー・アイ・シーの販売員は、平成１６年３月ころ、消費者Ｃの自宅

に電話を架け、「学研は唯一の上場企業で、受験に関する情報量も非常に多いの

で、是非指導センターに来てください。」と（株）学研ジー・アイ・シーの事業

所へ来るよう誘った。Ｃが子どもと一緒に事業所へ行くと、同販売員が、「この

塾は国公立大学希望者のための塾ですから、お嬢さんの希望にも合っていると思

います。」「当センターでは個別指導をしています。平日は毎日自習室にチュー

ターがいて、わからないところの質問にすぐ答えるようにしています。土日の個

別指導は有名塾の現役の講師が指導してくれます。アルバイト講師ではなく、プ

ロの講師です。」と勧誘した。Ｃは「予約が取れないとせっかくお金を払っても

指導を受けられないこともあるのではないか。」と訊ねたところ、「人数制限を

して、指導枠を確保していますので、予約ができないことはありません。」と答

えた。更に「塾では担任制を取って、お子さんのスケジュール表を作ります。わ

たしが担任になりますから、ご安心ください。定期テストの時には８０％確実に

取れる教材を渡しますので、ご安心ください。」と告げた。Ｃは夫と相談したい

と言って、その時点では書類を一切もらわずに帰った。Ｃの子どもは事業所に通

い始めたが、「チューターは有名大学の学生といっていたけれど、学校の教科書

の分からないところを質問しても、満足に答えられない。土日の個別指導も早い

者勝ちで予約を取るので、毎回の予約は取れない。」とＣに告げた。Ｃは同販売

員にきちんとした指導をすることと、予約が確実に取れるよう、状況の改善を要

求したが、状況は変わらなかったので、解約を申し出た。 
 

 

【事例４】 

（株）学研ジー・アイ・シーの販売員は、平成１６年１１月ころ、消費者Ｄの自

宅に電話を架け、「一度説明を聞きに来てください。」と（株）学研ジー・アイ・

シーの事業所へ来るよう誘った。Ｄが子どもと共に事業所へ行くと、電話を架け

てきた販売員とは別の、学長と名乗る販売員が、「学校に合わせた問題の出し方

や指導ができる。推薦やＡＯ受験のサポートもしっかりと行う。」「必ず希望す

る大学に合格させます。とにかく全部わたしに任せてください。」と勧誘した。

また、「水曜日と土曜日は個別指導の日だから予約すれば１時間みっちり指導を

受けられる。他の日も先生が何人もいるから大丈夫だ。」と告げた。１時間ほど

説明を受けた後、Ｄは契約することにした。その際、同販売員はＤにパンフレッ

トを見せ、「こんな教材があります。」「この教材は入会したら付いてくるもの

で、全部セットになっている。」「教材が届いたら着払いで２万円払ってくださ

い。それが教材の値段です。」と説明した。Ｄの子どもが通い始めてすぐに「あ

そこは対応が悪い。」と言って行きたがらなくなった。その後ＡＯ入試について、

同販売員にエントリーシートについて記載方法を相談し、フォロー等を求めたが、

何もしてもらえなかったため、不信感が募り、平成１７年１０月に解約を申し出

た。しかし、精算書が送られてきたのは１２月であった。 

   



 

 

有限会社学伸舎に対する行政処分の概要 
 

１．事業者の概要 

 （１）名称：有限会社学伸舎 

  （２）代表者：代表取締役 前田 雅江 
 （３）所在地：静岡県静岡市葵区伝馬町９番地の７ 

 （４）資本金：３００万円 

 （５）設立：平成１８年３月１７日 

 （６）取引形態：特定継続的役務提供 

 （７）商品：①学研現役合格システム（３教科：493,500円） 
       ②パーフェクトプリント（３教科：520,000円） 
       ③学伸スーパービジョンＧＳＶ教材（105,000円） 
       （以下、①、②及び③を本件商品という。） 

 （８）売上高：不明 

 （９）従業員：約８０名（アポインター、アルバイトを含む） 

                                 

２．取引の概要 
  有限会社学伸舎（以下「同社」という。）は、「学研現役合格システム」「パーフェ

クトプリント」「学伸スーパービジョンＧＳＶ教材」と称する役務付き教材販売を行っ

ているところ、本件商品に係る契約に当たり、勧誘顧客に対し、その契約を締結するま

でに交付しなければならない概要書面を交付せず、また、その契約を締結した際交付し

た書面は、クーリング・オフ等に係る事項のみならず、他の契約事項も含めてすべて全

面赤字赤枠で記載していた。また、役務の内容及び関連商品にかかる事項を正しく記載

していなかった。 
さらに、同社は、実際には指導を希望しても満足に個別指導を受けることができない

にもかかわらず、「塾は毎日先生がいて個別指導が受けられる。」と虚偽のことを告げ

て勧誘していた。 
加えて、同社は、実際にはクレジットを組ませているにもかかわらず、月謝制である

と虚偽のことを告げていた。 

 
３．業務停止命令の内容と期間 
（１）業務停止命令の内容 
特定商取引法第４１条第１項第１号に規定する特定継続的役務提供であって、特定

商取引法施行令別表５の４の項の第１欄に定める役務（学習塾）の提供に係る次の業

務を停止すること。 
①特定商取引法第４８条第２項に基づく特定商取引法施行令別表第６の第２号に掲

げる商品（以下「関連商品」という。）の販売又はその代理若しくは媒介を伴う

特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。 
   ②関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を伴う特定継続的役務提供契約の申込

みを受けること。 
  ③関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を伴う特定継続的役務提供契約を締結

すること。 



 

 

（２）業務停止命令の期間 

   平成１９年３月３日から平成１９年９月２日まで（６か月間） 

 

４．業務停止命令の原因となる事実 

  同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、特定継続的役務

提供に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められ

た。 

（１）書面不交付（特定商取引法第４２条第１項） 
   同社は、本件役務提供顧客と本件役務提供契約を締結するまでに、当該契約の概要

について記載した書面を交付していなかった。 
（２）書面の記載不備等（特定商取引法第４２条第２項） 

同社が本件役務提供顧客と本件役務提供契約を締結した際に交付する書面は、クー

リング・オフ等に係る事項のみならず、他の契約事項も含めてすべて赤字赤枠で記載

されていた。 
また、同社は本件学習塾の役務を提供し、その関連商品として本件教材を販売して

いるにもかかわらず、契約書面に「この申込書は書きの商品購入に関するお申し込み

であり、家庭教師派遣等の役務契約は一切含まれておりません。」「この商品は役務

付き商品ではありません。」と記載していた。 
（３）不実告知（特定商取引法第４４条第１項） 

  ①役務の種類及びこれらの内容について（同項第１号）   
同社は、実際には個別指導が満足に受けられないにもかかわらず、「塾は毎日先生

がいて個別指導が受けられる。」と告げていた。 
②購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて（同項第３号）  
同社は、実際にはクレジットを組ませているにもかかわらず、月謝制であると告げ

ていた。 
 
５．勧誘事例 
【事例】 

（有）学伸舎の販売員は、平成１８年３月下旬、消費者Ｅの自宅に、学研の

塾と言って電話を架け、「中学２年の子どもの勉強をどうしているか。」と聞いた。

Ｅの子どもの学校の英語の教科書は特殊な内容で、他の塾ではこの教科書に沿っ

た指導は出来ないと聞いていたので、電話を架けてきた販売員が自信を持って内

容を説明するのを聞いて、信頼を寄せた。また販売員は、「学研の塾ではマンツ

ーマンで子供を指導する。」と言ったので、以前他の塾でグループ指導を受け自

信を失くしていた子どもにもいいのではないかと思い、子どもに体験授業を受け

させた。その時はパソコンを使用した数学の指導で、「クイズみたいで楽しかっ

た。」と言って帰ってきた。 
その体験授業の後で、販売員から電話が架かってきたので、Ｅが費用のことを

聞くと、「入会金が１万円で、月謝は１教科１万５千円。２教科で３万円。全教

科では３万３千円です。授業料以外にも自習室の使用料として月々３千円掛かり

ます。」と説明した。 
ところが、Ｅの知り合いにも同じ塾から勧誘電話があり、その時の説明では月



 

 

謝が年払いと言われたので止めたと聞き、驚いて塾に電話を架けて確認したとこ

ろ、電話に出た事務の女性が、「うちは月謝制です。」と答えたので安心して契約

した。 
後日、実際に契約に行くと、販売員は信販会社のローン契約書を出してきたの

でＥは疑問に思ったが、その時は子どもが塾で２度目の授業を受けるために待っ

ていると言われ、断れず承諾してしまった。 

 




